
動物の輸出入検疫速報（平成22年3月分）

（単位：頭、羽、群）

輸　入 輸　出
　牛 1,493 -
　豚 20 -
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 - -

　馬 630 8

　その他の馬科 - -

　兎 13 5

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 57,521 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵 - -

　みつばち（群） 222 -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 13,009

　犬 765 500
　猫 187 174
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 398

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

2,130,140 177,522 20,967 51,506 122,076 - 2,502,212

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

46,399,195 77,964,923 2,098,765 239,641 1,025 - 151,916

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

788,983 - 103,088 1,191 1,009,037 1,879,164 365,411

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理
その他の肉

2,449 282,039 1,568 29,556,563 - 1,137,228 2,445,890

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

23,315,321 1,975,681 189,719,076

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

126,705 30,621 1,055 - - - 54,783

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管

1,843,757 148,540 359,070 1,960,474 10,851 - 211,786

加熱処理その他
の家禽臓器

計

8,010 4,755,653

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

276 639,169 3 639,448

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

2,174,820 232,223 18,500 1,435 67,203 - 128,867

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 2,623,050

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- 4,686 15 160 - 1,450 2,309

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

3,680 220,734 - - 233,034

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

260,135 14,402 30 - 274,567

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

93,246 135 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

10,623,730 - 63,270 10,687,000

総計

211,434,039

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

　輸入畜産物検疫数量速報（平成22年3月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：Kg）

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理施設
　　で一定の加熱処理がなされたものである。なお、家禽肉由来のものは含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

卵類

皮類

毛類

ミール類

その他
畜産物

わら類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

骨類

肉類

臓器類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

- - - - - - -

その他の骨 計

- 0

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

81,419 174,163 - - - - 792

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉 その他の肉

2,101 493 6 - 1,705,086 - 25,863

計

1,989,924

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

- 48,481 - 60 54,536 - -

非加熱
その他の臓器

計

- 103,077

殻付卵 液卵 その他の卵 計

83,431 - -  83,431

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

1,267,951 7,315,233 - - - - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 8,583,184

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- - - 95 - - 26

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 20,822 - - 20,943

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 108,000 108,000

総計

10,888,559

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」は、餃子やピザなど肉（臓器）の調製品である。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類
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骨類

肉類

臓器類


